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５　　委託大要、起工理由・変更

　

川　   　越      市

委 託 の 大 要
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、本市の空家等対策を推進するために、市内の空き家等の実態把握の
調査及び図面の作成等を委託するものである。

令和　8　年度　　　　　　　　委　　託 仕 様 書

委 託 名

委 託 箇 所

実 施 額

変 更 実 施 額

変　更　理　由

起　工　理　由 市内の空家等の情報を把握することにより、空家等対策計画の策定及び今後の空家等対策の基礎資料とするため。

差 引 増 減 額 　　　  　　　　　　　　　　　　　　　

変 更 委 託 の 大 要



費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　　要

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

10.0 ％

空家等分布等集計処理等

委　託　費　内　訳　表

業務委託費

実態把握調査業務

計画準備

調査対象特定

現地調査図及び
現地調査票作成

空家等現地調査

調査結果資料整理

空家等調査図及び
空家等調査票等の作成

所有者等特定

所有者等意向調査

一般管理費

小計

川　　　越　　　市

消費税

本委託費計



川越市空家等実態調査業務委託仕様書 

 

 

 

第１条 （適用） 

本仕様書は、川越市（以下「発注者」という）が実施する「川越市空家等実態

調査業務委託」（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

第２条 （目的） 

本業務は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）

に基づき、川越市内の空家等について現地調査を実施し、その実態を把握するとと

もに、前回調査（令和３年度）からの状況変化を調査し、調査結果のデータ整理を

行い、空家等対策計画の策定及び今後の空家等対策の基礎資料とすることを目的と

する。 

 

第３条 （業務範囲） 

川越市全域 

 

第４条 （委託期間） 

契約締結日から令和９年３月１７日まで 

 

第５条 （支払方法） 

支払方法は、完了払いとする。 

 

第６条 （関係法令等） 

本業務は、本仕様書に定める他、下記に示す法令等に基づき実施するものとする。 

⑴ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

⑵ 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

⑶ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るため

に必要な指針（ガイドライン） 

⑷ 川越市空家等の適切な管理に関する条例及び同施行規則 

⑸ 測量法 

⑹ 埼玉県測量作業共通仕様書 

⑺ 川越市契約規則 

⑻ 個人情報の保護に関する法律 

⑼ 川越市個人情報の保護に関する法律施行条例 

⑽ その他関係法令及び条例、規則、通達等 

 

第７条 （疑義） 

本業務の実施にあたり、本仕様書等に記載のない事項または疑義が生じた場合に

は、受注者は速やかに発注者と協議を行い、発注者の承認を得た上で作業を実施す

るものとする。 

 

第８条 （提出書類） 

本業務の実施にあたり、以下の書類を市に提出し、発注者の承認を受けるものと



する。 

⑴ 委託業務実施計画書 

⑵ 管理技術者等通知書 

⑶ 委託先における個人情報の取扱状況チェックリスト 

⑷ その他必要な書類 

 

第９条 （作業計画） 

本業務の実施にあたり、業務の目的・趣旨を十分に把握した上で、委託業務実施

計画書を提出し、発注者の承認を受けてから作業を行うものとする。 

 

第１０条 （管理技術者） 

管理技術者は、本業務の適切な計画、実行を行うため、空家等対策の推進に関す

る特別措置法に基づく空家等対策及びGISシステムの構築に精通し、かつ同種業務

の経験を有するものとし、発注者の承認を得なければならない。 

 

第１１条 （打合せ協議） 

業務の円滑な遂行を図るため、必要に応じて打合せを行うものとする。受注者は

打合せ協議終了後に打合せ協議簿を作成し、発注者に提出するものとする。 

 

第１２条 （資料の貸与） 

発注者は受注者に対し、以下の資料を貸与するものとする。なお、受注者は発注

者に借用書を提出するものとし、資料等の取扱い及び保管にあたっては、損傷、紛

失等ないよう十分注意するとともに、発注者が返却を求めたときは、速やかに返却

するものとする。 

⑴  令和３年度川越市空き家等実態調査時のデータ（約1,700件）  一式 

⑵  市が保有する空家等情報データ（Excel形式）           一式 

⑶  水道の閉栓情報データ（Excel形式）                    一式 

⑷ 地番図データ                         一式 

⑸ 都市計画基本図データ                     一式 

⑹ 航空写真データ                        一式 

⑺ 自治会区域図データ                     一式 

※  調査対象見込件数 約4,500件 

 

第１３条 （受注者負担） 

本業務の実施にあたり、ソフトウェア・住宅地図等の購入及び地図複製利用許諾

が必要な場合は、受注者において必要な手続きを行うこと。この場合において費用

が発生するときは、受注者の負担とする。 

 

第１４条 （再委託の禁止） 

本業務は、第三者への一部再委託については原則禁止とするが、やむを得ない場

合は、発注者の事前の承諾を得るものとする。 

 

第１５条（損害賠償） 

受注者は、本業務遂行中に生じた事故及び自己の責任により第三者に与えた損害

に対する全ての責任を負い、その発生原因、経過、内容等について、書面により速



やかに報告するとともに、損害賠償等の請求があった場合は、受注者の責任におい

てその一切を処理するものとする。 

 

第１６条 （個人情報の保護及び機密の保持） 

受注者は、本業務の実施にあたり、個人情報や貸与品の適切な管理のため、以下

に示すいずれかの資格を有するものとし、証明する書類を発注者に提出するものと

する。 

⑴ 情報セキュリティマネジメントシステム認証登録（ISO27001） 

⑵ プライバシーマーク制度認証取得（JISQ15001） 

２ 受注者は「個人情報の保護に関する法律」及び「川越市個人情報の保護に関す

る法律施行条例」を遵守し、個人情報の漏洩防止等適正な管理のために必要な体

制について万全の措置を講じなければならない。また、本業務の遂行にあたり、

知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

なお、これらの個人情報や機密に係る項目については、本契約終了後も継続す

るものとする。 

 

第１７条 （業務概要） 

本業務の概要は以下のとおりとする。 

⑴ 計画準備                         一式 

⑵ 調査対象特定                       一式 

⑶ 現地調査図及び現地調査票作成               一式 

⑷ 空家等現地調査                      一式 

⑸ 調査結果資料整理                     一式 

⑹ 空家等調査図（GISデータ等）及び空家等調査票等の作成    一式 

⑺ 所有者等特定                        一式 

⑻ 所有者等意向調査実施                        一式 

⑼ 空家等分布等集計処理等                  一式 

⑽ 成果品作成                        一式 

 

第１８条 （計画準備） 

業務の目的・趣旨を十分に把握したうえで、業務全般の手法、工程等を立案し、

委託業務実施計画書を作成し、発注者の承認を得て業務を実施する。また、業務全

般にわたる内容を把握し、精度の向上・業務の効率化を図るため、発注者が貸与す

る諸資料を収集管理する。 

 

第１９条 （調査対象特定） 

令和３年度川越市空家等実態調査資料を基に、その他発注者が貸与する水道情報

等の各種資料等を突合させ、空家等である可能性が高い個所の位置情報を整理し、

住宅地図データ等を背景として調査対象を特定する。 

ただし、受注者が空家等所在地を把握できる資料を所有する場合は、発注者と協

議の上で当該資料を参考に調査対象を特定することができる。 

また、調査対象件数が当初の想定から乖離した場合は、発注者と協議を行うこと

とする。 

 



第２０条 （現地調査図及び現地調査票作成） 

現地調査図及び現地調査票は、以下のとおり作成する。 

⑴ 現地調査図は、第１９条で特定した調査対象の位置を住宅地図等に図示し作

成する。 

⑵ 現地調査票は、原則令和３年度川越市空家等実態調査で使用したもの（別紙

１）を基準とし、市と協議のうえ作成する。なお、令和３年度に調査した空

家等については、前回調査時からの状況変化が分かるように記載できるよう

にすること。 

 

第２１条 （空家等現地調査） 

第２０条で作成した現地調査図及び現地調査票を用い、以下のとおり現地調査を

実施する。 

⑴ 空家等判定等において、調査員の判断基準を統一するため、現地調査マニュ

アルを作成する。 

⑵ ⑴で定めた現地調査マニュアルに基づき、調査対象について、原則公道上か

らの外観目視による調査を行う。 

⑶ 現地調査の際は、身分証明書を携帯すること。なお、身分証明書は、受注者

が作成し、発注者の承認を受けるものとする。 

⑷ 家屋調査は、戸建住宅、共同住宅（全室空き部屋のものに限る）、店舗併用

住宅、その他を調査対象とする。その他の建築物については、別途協議のう

え判断する。 

⑸ 令和３年度に調査した空家等については、前回調査時の結果を参照しながら

現地調査票に記載する。 

⑹ 現地写真は、外観及び空家等の判断基準となる箇所等について２枚以上を取

得する。 

⑺ 現地調査を行う場合は、交通に支障を与えないように努める。また、住民等

から苦情を受けた場合は、丁寧に対応し、速やかにその旨を発注者に報告し

て指示を受けること。 

 

第２２条 （調査結果資料整理） 

第２１条の現地調査済資料を、後続作業別に整理する。 

整理内容は、以下のとおりとする。 

⑴ 現地調査図（住宅地図ページごと） 

⑵ 現地調査票（大字・町、丁目別） 

⑶ 現地調査結果一覧表の作成（令和３年度に調査した空家等については、前回

調査時からの状況変化が分かるようにすること） 

 

第２３条 （空家等調査図（GISデータ含む）及び空家等調査票等の作成） 

空家等調査図及び空家等調査票等を以下のとおり作成する。 

⑴ 空家等調査図は、第２２条で整理した図面から取得された空家等について、

指定した地域ごとにまとめた図面及びその位置データを作成する。 

なお、データ形式については、発注者が使用している統合型GISで利用でき

る形式で納品することとする。 

⑵ 位置データについては、属性情報のデータ入力を行う。入力内容については、

原則、現地調査票の内容とするが、詳細については発注者と協議の上決定す



る。 

⑶ 空家等について、現地調査票の結果を基に、空家等調査票及び空家等調査実

施一覧表を作成する。 

 

第２４条 （所有者等特定） 

前条で作成した空家等調査図及び空家等調査票等を基に、空家等と判断したもの

について、所有者等の特定作業を行うものとする。また、特定作業を行うにあたり、

受注者は、第２２条で作成した空家等調査集計結果一覧表を発注者が指示する形式

で用意するものとする。 

 

第２５条 （所有者等意向調査） 

前条で特定した空家等の所有者等に対し、アンケート方式による意向調査を行い、

集計結果をまとめるものとする。アンケート項目は発注者と協議のうえ決定し、こ

れに基づきアンケート用紙を作成する。また、アンケート用紙には、当該空家等の

位置が分かるよう対象建物住所を文字で印字したものを記載するものとする。 

なお、アンケートにかかる印刷、郵送・回収などの手続きは受注者が行うものと

し、これに要する費用は全て受注者の負担とする。 

 

第２６条 （空家等分布等集計処理等） 

本業務により把握された市全域の空家等の位置データをもとに、調査地区単位

（都市計画区域、自治会区域等）で集計・整理・分析を行い、今後の空家等対策の

推進を図るための基礎資料として、空家等調査集計結果一覧表等を作成するものと

する。 

 

第２７条 （空家等データベースの作成） 

受注者は、前条までの成果を基に、以下の要領で空家等データベースを作成する

こととする。 

⑴ 受注者は、発注者が使用する統合型GISで利用可能なデータ定義ファイル（公

共測量座標又は経緯度座標の位置情報付きのCSVファイル）で納品する。 

⑵ 受注者は、当該空家等の位置と属性について、データベースを作成する。そ

の内容については、原則、現地調査票及び所有者等特定結果の内容を踏まえ

たものとするが、詳細は発注者と協議のうえ決定する。 

⑶ 受注者は、現地調査票及び所有者等意向調査の結果をもとに、集計結果一覧

表を作成すること。 

⑷ 受注者は、一般的な空家等管理に係る電算化に対応できる形式で納品するこ

と。 

 

 

第２８条 （成果品作成） 

本業務の成果品は、以下のとおりとする（各一式 電子媒体）。なお、形式等に

ついては、発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従うものとする。 

⑴ 空家等実態調査報告書 

⑵ 空家等調査図（PDF、GISデータ（SHP形式）） 

⑶ 空家等調査票（PDF、Excel形式） 

⑷ 空家等調査実施一覧表（PDF、Excel形式） 



⑸ 空家等所有者等意向調査報告書（PDF、Excel形式） 

⑹ 空家等調査集計結果一覧表（PDF、Excel形式） 

⑺ その他、発注者・受注者の協議により決定したもの 

⑻ 空家等データベース 

 

第２９条 （納入場所） 

成果品の納入場所は、川越市市民部防犯・交通安全課とする。 

 

第３０条 （契約不適合責任） 

本業務の完了・引き渡し後であっても、受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇

所が発見された場合は、受注者の負担において速やかに成果品の補足、訂正または

再作業をしなければならないものとする。 

 

第３１条 （権利等の帰属） 

成果品の所有権は、業務委託契約書頭書記載の業務委託料の完済時に受注者から

発注者に移転する。その際、成果品の著作権及びその他の権利について、受注者に

係る部分は受注者に留保するものとし、それ以外の部分は受注者から発注者に譲渡

されるものとする。 

また、受注者は発注者の許可なく成果品を他に公表、貸与、または使用してはな

らない。 

 



□

□

カーテンなし

※すべての窓

雨戸が閉められている

※すべての窓

空き家調査判定票

調 査 番 号 【備考欄】

住 所

調 査 実 施 日

住 宅 地 図 ペ ー ジ

調 査 結 果□ 調査完了 □調査不可

調 査 不 可 理 由
□ 旗竿地による家屋のため確認が不可能 □民有地の立ち入りが不可能

□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

【基本事項】

建 物 種 類
□住宅 □店舗 □集合住宅 □倉庫

□併用住宅 □事務所 □車庫 □その他(　　　)
建 物 階 数 （1F/2F/3F/4F/5F以上）
接 地 道 路□4ｍ以上 □4ｍ以下

【調査項目】

判定区分 判定内容 空き家可能性：低（0点） 空き家可能性：中（1点） 空き家可能性：高（3点） 評価 合計

(１) 居住状況 □ 住民確認 □ 住民の気配なし

(２) 表札 □ 表札あり □ 表札なし、または不明

(３) 郵便受け □ 郵便物やチラシなし □ 大量のチラシあり □ 塞がれている

(４) 門扉 □ 閉鎖なし □
チェーン等で閉鎖されてい
る

(５) 売買・賃貸の看板 □ あり（-3点） □ なし

(６) カーテン □ カーテンあり

(７) 雨戸 □ 雨戸が開いている

(８) 電気メーター □ 稼働（-3点） □ 不明 □ 停止

(９) 車庫など車・自転車駐車 □ 駐車されている（-3点） □ 駐車されていない □ 放置されている

(10) 近隣住民情報等 □ なし □ あり

空き家の可能性が低い(～0点） 空き家の可能性がやや高い（1点～10点) 空き家の可能性が高い（11点～)
総 合 判 定

A B C

判定区分 判定内容 危険度：低（1点） 危険度：中（2点） 危険度：高（3点） 危険度：高（4点） 判定 合計

(１) 傾斜 □ 傾斜なし □ 軽度の傾斜あり □ 重度の傾斜あり □ 崩れている

(２) 基礎・土台 □ 損傷なし □ 一部損傷あり □ 重度の損傷あり

(３) 柱 □ 損傷なし □ 一部損傷あり □ 重度の損傷あり

(４) 屋根 □ 損傷なし □ 一部損傷あり □ 重度の損傷あり □ 屋根がつぶれている

(５) 外壁 □ 損傷なし □ 一部ひび割れ発生 □ 貫通する穴がある

(６) 外観(屋外装備・バルコニー・外階段) □ 損傷なし □ 一部損傷あり □ 重度の損傷あり

(７) 門または塀 □ 損傷なし □ 一部損傷あり □ 重度の損傷あり

(８) 窓ガラス □ 損傷なし □ 一部ひび割れ発生 □ ガラスの破損・穴

(９) 軒・雨樋 □ 損傷なし □ 一部損傷あり □ 重度の損傷あり

(10) 公道・隣地への危険度 □ なし □
道路・隣地へ危険を及
ぼしている

危険なし（～10点） 注意（11点～22点） 危険（23点～）
総 合 判 定

A B C

判定区分 判定内容 衛生状態：無害（1点） 衛生状態：有害（2点） 判定 合計

(１) 吹付け石綿 □ 飛散の恐れなし □ 飛散の恐れあり

(２) 浄化槽等 □ 放置なし □ 汚物の流出や臭気の発生がある

(３) 排水の流出 □ 流出なし □ 排水の流出や臭気の発生がある

(４) ゴミの投棄 □ 投棄なし □ 敷地内にゴミが投棄されている

有害ではない（～4点） 有害（5点～） -
総 合 判 定

A B

判定区分 判定内容 保全度：高（1点） 保全度：中（2点） 保全度：低（3点） 保全度：なし（4点） 判定 合計

(１) 雑草の状況 □ 影響なし □ 敷地の一部に繁茂 □
越境し通行等の妨げ
あり

□ ほぼ敷地全体に繁茂

(２) 樹木の状況 □ 影響なし □ 樹木の手入れなし □
越境し通行等の妨げ
あり

□
腐食、倒壊または危険
性あり

(３) 動物・害虫による被害 □ 被害なし □
汚物が放置され臭気、
害虫が発生している

(４) 土砂の周囲への流出 □ 流出なし □
土砂が周囲へ流出して
いる

危険なし（～4点） 注意（5点～8点） 危険（9点～）
総 合 判 定

A B C

備
考

外
観
等
に
よ
る
空
き
家
判
定

0

保
安
上
の
危
険
度
判
定

0

衛
生
上
有
害
か
否
か

の
判
定

0

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の

判
定

0

別紙１



【現地写真】


